
◇児童等の実態把握や指導内容・支援方法に関する助言

◇校内委員会、ケース会議、支援会議等の開催等における支援、助言

◇個別の教育支援計画や個別の指導計画の作成・活用等への助言

◇関係者・機関との連携に係る助言

◇教職員や保護者を対象とした研修会講師 等

・児童等の実態把握及び特性の理解、指導・支援のあり方

・事例検討会の持ち方 等
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（計画的・組織的・継続的な取組）

学校の課題解決力
切れ目ない支援

教職員・保護者等への相談活動及び校内支援体制構築のサポート
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参考：＜巡回相談資料＞「特別支援教育主任（担当）の役割」

※巡回相談時に、特別教育主任の役割を確認しながら相談・

助言にあたります。

学年団 養護教諭
特別支援学級担任

等

担任
保護者

校長 教頭 生徒指導担当
教育相談担当 等

ＳＣ ＳＳＷ 通級担当者 ＬＤ等専門員

特別支援学校（特別支援教育コーディネーター）
医療 福祉 労働 その他関係機関等

支援の広がり（例）

特
別
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任
（
担
当
）

情報収集、助言等

連絡調整等

校内委員会の運営等

必要とする
機関との
連絡調整等

学級

＜連携レベル＞

関係教職員

校内委員会

校外の関係機関

校内支援体制の中心的役割を担う特別支援教育主任

「特別支援教育の手引」（令和4年3月改訂）P16 より
LD等専門員

特
別
支
援
教
育
主
任

①学校内の支援体制の整備
②外部の教育・医療労働等の関係機関との連絡調整
③保護者に対する学校の相談窓口としての役割

特別別支援教育主任の役割

＊保護者及び本人の理解と協力に
基づいた個別の教育支援計画
の作成と活用
＊個別の指導計画の内容充実
＊通常の学級における指導・支援の
充実

主
任
の
先
生
の
不
安
な

思
い
に
寄
り
添
っ
た
相

談
活
動
を
行
い
ま
す
。

特に！
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